
第３回 まちづくり計画検討部会 

平成２５年８月２８日（水）開催 
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資料２ 



第２回部会の話し合いから 
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① 話し合いの項目（論点）を整理しました 

② 話し合いの順番を整理しました 

第３回部会では、これらに基づいて
話し合いを進めていきます 

③ 懇談会で出た意見を追加しました 



第２回部会から見えた「論点」① 

①気になっていること 
②議論する必要があること 
③具体的な提案 

意見を整理 

①除染関連（放射線量） 
②原発事故関連（賠償） 
③町外コミュニティ 
④国・県・近隣市町村との連携 
⑤復興計画の進行管理 
⑥基礎情報の提示 
⑦計画策定プロセス 

⑧前提条件 
⑨まちづくりの目標 
⑩インフラの復旧・整備 
⑪必要な生活環境 
⑫住宅の確保 
⑬産業の再生・創出 
⑭土地利用計画 
⑮具体的なまちづくり手法 

第２回部会でのテーマ 

１５の分野に分類されました 
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対応資料 
別添２ 
別添３ 

グループごとの意見 
☞別添２をご覧ください 

分野ごとの整理 
☞別添３をご覧ください 
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第２回部会から見えた「論点」② 

①除染関連（放射線量） 
②原発事故関連（賠償） 
③町外コミュニティ 
④国・県・近隣市町村との連携 
⑤復興計画の進行管理 
⑥基礎情報の提示 
⑦計画策定プロセス 
 

⑧前提条件 
⑨まちづくりの目標 
⑩インフラの復旧・整備 
⑪必要な生活環境 
⑫住宅の確保 
⑬産業の再生・創出 
⑭土地利用計画 
⑮具体的なまちづくり手法 

主に今後の部会において

話し合っていく項目 
≒まちづくり計画の中身 

国等が対応すべき課題と、
まちづくり計画策定上事務
局で整理する事項 

対応資料 
別添２ 
別添３ 



①除染関連（放射線量） 
②原発事故関連（賠償） 
③町外コミュニティ 
④国・県・近隣市町村との連携 

⑤復興計画の進行管理 
⑥基礎情報の提示 
⑦計画策定プロセス 
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第２回部会から見えた「論点」③ 

まちづくりの大前提と
なる事項 

まちづくり計画策定上
の重要事項 

帰還の判断をするうえでクリアされなければならない重要な課題。
一方で町民個々に様々な「感じ方・考え」が存在することも判明。 
⇒国等により対応すべきものとして整理 

まちづくり計画の策定作業上必要なこと。 
部会を進めていくうえで踏まえる必要がある視点。 
⇒計画策定の中で、事務局が対応していくものとして整理 

対応資料 
別添２ 
別添３ 



⑨まちづくりの目標 
⑩インフラの復旧・整備 
⑪必要な生活環境 
⑫住宅の確保 
⑬産業の再生・創出 
⑭土地利用計画 

⑧前提条件 

⑮具体的なまちづくり手法 
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第２回部会から見えた「論点」④ 

計画策定上踏まえ
るべき条件 

まちづくり計画に含
むべき内容 

計画を実行するた
めに必要なこと 

対応資料 
別添２ 
別添３ 
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第２回部会から見えた「論点」⑤ 
話し合いの順番（案） 

（１）目指すべき復興 
まちづくりの形 

（２）復興拠点（低線
量地域）の土地利用 

（３）浪江町全体の
土地利用 

前回資料から入れ替え 

まちづくりの全体像 H29.3までに整備が
必要なもの 

長期的なまちづくり 

⑧前提条件 
 ・課題の把握 
 ・人口、年齢構成 
⑨まちづくりの目標 
 ・町のシンボル 
 ・コンセプト 
 ・時間軸 

項目ごとに長期
的にどのような
整備が必要か
整理します 

第３回部会で 
話し合う内容 

対応資料 
別添１ 

第４回以降の部会で話し合う内容 

⑩ｲﾝﾌﾗの復旧・整備 
⑪必要な生活環境 
⑫住宅の確保 
⑬産業の再生・創出 
⑭土地利用計画 
⑮まちづくりの手法 

○町内外の町民と浪
江町をつなぐ環境 



第３回部会で話し合う内容 
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目指すべき復興まちづくりの形 
（復興まちづくりの全体像） 

対応資料 
別添１ 

◎まちづくりを考える上での
課題の把握 

◎いつの時点でどのような
人が何人くらい住むまちづ
くりを考えるのか 

⑧前提条件 

⇒みなさまのご意見や既存
のデータ等から、事務局で
整理していきます 

⇒２つの視点の存在が明らかに 
 ①H29.3時点の目標 

  ☞帰還するために必要な状
態を考える視点 

 ②長期的な目標 
  ☞長期目標を踏まえてH29.3

の状態を考える視点 

⑨まちづくりの目標 

◎どんなまちづくりを目指すか 
◎まちづくりの考え方 
◎まちづくりの優先順位 

第３回部会では、２つの視点を踏まえ
ながら「まちづくりの目標」を考えます 



【参考】まちづくりの目標を話し合うにあたって 
     「復興拠点」について再確認（復興計画より） 

①高線量地域の町民、浪江町外に避難してい
る町民など、全浪江町民を対象とした「拠
点」であること 

②町の中心部の活性化だけを目的としたもの
ではないこと 

③低線量の地域に住む町民の帰還だけを考
えるものではないこと 

④単に「住む場所」ではなく、浪江町が再現さ
れた空間であること 
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言い換えれば・・・町内の仮の町、町内コミュニティ 
           のようなもの 



まちづくり懇談会の開催 
（ふるさと浪江町を考える懇談会） 
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開催日 平成２５年８月４日（日） 
場    所 東京都江東区芝浦工業大学 
参加者 ８３名 

対応資料 
別添４ 



まちづくり懇談会の開催 
（ふるさと浪江町を考える懇談会） 
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第２回部会での論点 
①除染関連 
②原発事故関連 
③町外コミュニティ関連 
④国・県・近隣市町村との連携 
⑤復興計画の進行管理 
⑥基礎情報の提示 
⑦計画策定プロセス 
⑧前提条件 
⑨まちづくりの目標 
⑩インフラの復旧・整備 
⑪必要な生活環境 
⑫住宅の確保 
⑬産業の再生・創出 
⑭土地利用計画 
⑮具体的なまちづくり手法 

懇談会（東京都）での論点 
①除染関連 
②原発事故関連 
③町外コミュニティ関連 
○浪江町への思い 
○現在の生活 
④国・県・近隣市町村との連携 
⑤復興計画の進行管理 
⑥基礎情報の提示 
⑦計画策定プロセス 
⑧前提条件 
⑨まちづくりの目標 
⑩インフラの復旧・整備 
⑪必要な生活環境 
⑫住宅の確保 
⑬産業の再生・創出 
⑭土地利用計画 
⑮具体的なまちづくり手法 

新たな視点 

対応資料 
別添４ 
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主

な

論

点 

  中期（～H29.3.31）  長期  

 

 

「ふるさとの再生における中期目標」 

復興拠点を中心として、生活環境を再生し、希望する町民の帰町

を実現 

●前提条件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●まちづくりの目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●インフラ（ライフライン）の復旧・整備 
 

 

 
 
 
●必要な生活環境 
 

 

 

 

 

●町内外の町民と浪江町をつなぐ環境 
 

 

 

 

●住宅の確保 
 

 

 

 
 
●産業の再生・創出 
 

 

 

 

 
 
●土地利用計画 

 

 

 

 

 

 

●具体的なまちづくりの手法・方策 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

（1）目指すべき復興まちづくりの形 （3）浪江町全体の土地利用 （2）復興拠点（低線量地域）の土地利用 

◎まちづくりを考える上での課題の把握 
【前回の主な意見】 
・課題が何かわからない 
・戻る、戻らない（戻れない）など様々な思いを踏まえ
たまちづくり 等 

◎いつの時点のどのような人が何人くらい住むまちづくり
を考えるのか 
【前回の主な意見】 
・将来の人口規模 
・計画の目標年次 

◎どのようなまちづくりを目指すか 

【前回の主な意見】 

・高齢者が住みやすいまち 

・誰もが住みたくなる魅力的なまち 

・子供たちが帰ってきたいまち 

・町民以外を呼び込むまち  

・２０～30年後を想定した幅広いまちづくり構想 

・自然豊かなまち 

・安心して暮らせるまち 

・活気のあるまち       

・町内外に住む町民がつながりを持てるまち 等 

【その他の視点】 

・町のシンボルは何かという観点（旧来の街並み、新し

い街、浪江らしさ、文化） 

・震災を伝えるものを残す観点 

◎まちづくりの考え方 

【前回の主な意見】 

・まちの集中化、ゼロベースの土地利用 

・再生 or新しい街 

◎まちづくりの優先順位は 

【前回の主な意見】 

・役場周辺施設を活用して早期復興 

・10年～20年後の町 老人のみの町 追って人が入っ

てくるように 

◎H29年 3月までにどのようなインフラ整備が必要か 

（上下水道、仮設浄化槽、汲み取り施設、ごみ処理施設、

幹線道路、ＪＲ） 

◎復興拠点の場所・規模・施設 

◎低線量地域の市街地をどうするか（市街地の空き地・空き

家対策 等） 

◎中心市街地の土地利用 

◎津波被災地の土地利用 

 

◎H29年 3月までに誰のためのどんな住宅がどこにどれくら

い必要か 

（高齢者住宅、町内に住みたい人のための町内住宅を先に

つくるべき、被災者対象の分譲地 等） 

◎H29年3月までにどのような産業をどこにどのように再生・

創出するか 

（廃炉産業、津波被災地跡地利用、公的な研究機関 等） 

◎H29年 3月までに必要な生活環境 
（消防・警察・教育施設・高齢者施設・医療・商業・雇用・ボ
ランティア拠点・公共交通機関・金融機関・役場 等） 
◎防災・避難 
◎環境・自然との関係 

◎H29年 3月までに土地利用計画を実現するための手法や

担い手はどうするか 

◎市街地をどうするか（市街地の空き地・空き家対

策 等） 

◎山間部・農地をどうするか 

 

◎長期的にどのようなインフラ整備が必要か 

◎長期的に必要な生活環境 

◎防災・避難 

◎環境・自然との関係 

◎長期的に誰のためのどんな住宅がどこにどれく

らい必要か 

◎長期的にどのような産業をどこにどのように再

生・創出するか 

（常磐道ネットワークの活用、農業、漁業、震災を

伝える観光施設 等） 

◎長期的に土地利用計画を実現するための手法

や担い手はどうするか 

◎町外に住む町民と浪江町をつなぐ環境 

（一時宿泊施設・コミュニティの場 等） 

◎祭り等の伝統・文化の継承 

◎町外に住む町民と浪江町をつなぐ環境 

◎祭り等の伝統・文化の継承 

 まちづくり懇談会での新たな視点 
対応資料 
別添１ 

新たな視点：町内外の町民と浪江町をつなぐ環境 


